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福知山市環境審議会資料

廃棄物減量等に係る基本的な対策の取組実績を踏まえ、令和２年度から令和５年度における廃棄物処理実績及び令和６年度処理見込みを対象に、一般廃棄

物処理システム及び廃棄物減量等の年度目標に係る到達度による評価を実施したうえで、福知山市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しを行います。

【評価指針】

１ 基本理念の実現に向けた施策（取組み）の成果検証を行います。

２ 中間評価

基本計画に定めた基本方針及び目標を次のとおり評価します。

(1)一般廃棄物処理システム（市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール）により類似

規模市町と比較し、本市廃棄物処理状況を評価します。

(2)基本計画に定めたごみの減量化及び資源化目標に対する到達度を評価します。



福知山市一般廃棄物処理基本計画

計画の概要

計画の位置づけ

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

資源有効利用促進法

循環型社会形成推進基本計画

容器包装リサイクル法

廃棄物処理法 家電リサイクル法

食品リサイクル法

廃棄物処理基本方針 建設リサイクル法

自動車リサイクル法

廃棄物処理施設整備計画 小型家電リサイクル法

　＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞

グリーン購入法

都道府県廃棄物処理計画

福知山市総合計画 都道府県災害廃棄物処理計画

福知山市環境基本計画 一般廃棄物処理基本計画 災害廃棄物処理計画

　＜再生利用の促進＞

　＜個別物品の特性に応じた規制＞

＜廃棄物の適正処理＞

一般廃棄物処理基本計画

●ごみ処理基本計画

●生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

●ごみ処理実施計画

●生活排水処理実施計画

計画の構成

計画期間

ごみ処理基本計画策定指針（平成２８年9月環境省）に基づき、基本計画

に次の事項を定めています。

１ ごみの発生量及び処理量の見込み

２ ごみの排出の抑制のための方策に関する事項

３ 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分

４ ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的な事項

５ ごみの処理施設の整備に関する事項

６ その他のごみ処理に関し必要な事項
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福知山市一般廃棄物処理基本計画

中間評価 ～施策の成果検証と評価～

施策（取組み）の成果検証

【基本理念】 みんなで実現する環境の環（わ）づくり

基本理念の実現に向けた施策（取組み）実績を踏まえ、後期計画における

施策（取組み）を検討します。このため、次の取組みを整理します。

１ ２Ｒ（リデュース・リユース）強化

２ リサイクル（資源化）推進の取組み

３ ごみの減量・資源化活動支援の取組み

４ 環境に配慮したごみの適正処理の仕組みの整備の取組み

５ 不法投棄対策強化の取組み
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中間評価

１ 評価指標

【排出抑制目標】 家庭から排出される一人一日当たりの排出量の抑制目標に

係る到達度を評価します。

【資源化目標】 一般廃棄物資源化率改善目標に係る到達度を評価します。

【最終処分抑制目標】 最終処分量（最終処分率）の抑制（改善）目標に係る到

達度を評価します。



（２） ごみの減量化及び資源化目標に対する到達度評価 ＊下記の表は目標値

①家庭ごみの排出目標

（令和７年度）家庭から排出される1人1日あたりの排出量 ５１６.７ｇ／人日

（１３.２ｇ／人日の減量）

家庭系ごみ
事業系ごみ

524.9

527.1

518.3
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516.7 

503.5 
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21.0

21.4

20.0

18.9

15

20

25

500
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550

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ7 Ｒ12

ｔ/日ｇ/人日

家庭系ごみ 事業系ごみ

中間評価

＊上記の評価は令和２年（前計画）のもの

（１） 一般廃棄物処理システムによる評価

指 標

人口一人一日

当たり

ごみ総排出量

（g/人・日）

廃棄物からの

資源回収率
（ＲＤＦ、セメント原料除く）

（％）

廃棄物のうち

最終処分

される割合

（％）

人口一人当たり

年間処理経費

（円/人・年）

最終処分減量に

要する費用

（円/ｔ）

平 均 976 15.6 9.5 11,515 33,755

最 大 1,153 31.2 20.6 20,928 60,021

最 小 795 8.7 2.1 5,821 15,713

本市実績 849.5 17.3 20.2 16,939 56,759

令和５年度 実績
家庭から排出される1人1日あたりの排出量 508.6ｇ／人日

（ 令和５年度目標 521.9ｇ／人日）

福知山市一般廃棄物処理基本計画

中間評価 ～施策の成果検証と評価～
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③最終処分の目標

（令和７年度）４,522ｔ／年以下への減量（最終処分率18.6％以下）

5,762 6,160 6,017 6,247 

1,960 
1,909 2,120 2,184 

1,792 1,673 

621 
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ｔ/年

資源化処理残渣 粗大処理残渣 焼却残渣 直接埋立

【4,211】

【10,461】 【10,898】 【11,030】
【11,452】

【4,522】

② 資源化目標

（令和７年度）資源化率 ２７.０％以上

2,086 1,903 1,847 1,757 1,660 1,607 

2,000 2,000 
1,878 1,833 1,738 1,642 

1,932 2,060 
475 618 616 598 
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ｔ/年 直接資源化量 中間処理による資源化量
民間処理施設による資源化量 集団回収＋拠点回収
資源化率

【4,439】 【4,354】 【4,201】 【3,997】

【6,270】 【6,381】

令和５年度 実績
資源化率 22.8％（令和5年度目標 24.5％）

令和５年度 実績
最終処分量 7,148ｔ／年（最終処分率29.2％）
（令和５年度目標 9,601ｔ／年（32.7％））

福知山市一般廃棄物処理基本計画

中間評価 ～施策の成果検証と評価～
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見直し指針

福知山市一般廃棄物処理基本計画

中間見直し ～後期計画の策定～

１ 基本理念の実現に向けた施策 （基本方針）の見直し

施策（取組み）成果及び中間評価を踏まえ、必要な施策（取組み）を

追加します。

２ ごみ処理体制の見直し

埋立処分場延命化実施計画中間評価を踏まえ、事業ごみ処理のあ

り方を見直します。

３ ごみの減量・資源化目標の見直し

ごみ排出量のトレンドや事業ごみ処理のあり方見直しなどを踏まえ、

目標を見直します。

４ 見直し計画における重点施策

基本方針のうち、後期計画における以下の重点施策をお示しします。

(1) プラスチック使用製品廃棄物の再商品化

令和５年度に作成したプラスチック使用製品廃棄物廃棄物の再商

品化手法の検討結果を踏まえ、本市のプラスチックリサイクル（再商

品化）のあり方についてお示しします。

(2) ごみ出し困難世帯支援

地域のごみステーションへの排出が困難な世帯を対象とした戸別収

集のあり方について検討し、支援策のあり方についてお示しします。

５ その他の見直し

〇 災害等廃棄物処理など廃棄物処理関連計画における必要な見直しを行

います。
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重点施策 １ プラスチック使用製品廃棄物の再商品化

福知山市一般廃棄物処理基本計画

重点施策の概要（検討中）

１ プラスチック使用製品廃棄物再商品化スキーム（案）

① 容器包装プラスチック類との一括回収

② 認定事業者との協働によるプラスチック使用製品廃棄物の再商品化

２ リサイクルプラスチック商品の地域還元

本市指定ごみ袋やショッピングバッグの製造など、リサイクルプラスチック

を原料とした再商品化を検討し、これら商品の地域還元によるリサイクルの

見える化を図りたいと考えています。

重点施策 ２ 高齢者等ごみ出し困難世帯支援

容器包装以外の
プラスチック
使用製品廃棄物

プラスチック
容器包装廃棄物

分別収集物の
再商品化を委託

再商品化実施者

分別収集物の中間処理から再商品化を実施

市区町村
再商品化実施者と連携し計画を策定
市区町村で分別収集から中間処理※までを実施

リサイクル施設 再商品化分別回収または
一括回収

中間処理施設※
（破砕・選別・圧縮
・梱包・保管）

※中間処理の内容は再商品化実施者との協議結果に応じて
異なり、市区町村で中間処理を実施することがある

中間処理施設
（破砕・選別・保管）

主務大臣による

再商品化計画の認定を受ける必要がある

高齢者等、ゴミステーションへの排出が困難な世帯を対象とする戸別

収集制度の実施について、調査・検討を行います。

このため、現在、福祉部局等と、対象者要件や収集に係る負担の在り

方、また、福祉施設等への利用ニーズ調査を行っています。
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福知山市一般廃棄物処理基本計画

見直しスケジュール

見直しスケジュール

R2年度 計画策定

Ｒ６年１０月 計画中間評価

Ｒ７年２月 計画中間評価に基づく見直し計画案の作成

Ｒ７年２月 見直し計画に係るパブリックコメント募集

Ｒ７年３月 福知山市環境審議会へ計画案を諮問

Ｒ７年６月 福知山市環境審議会からの答申を受領

R８年４月 見直し計画に基づく一般廃棄物の処理を開始
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